
 

入札説明書 

 

実施設計業務に係る手続開始の公示（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工

事を除く））に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書

によるものとする。 

※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の適用業務である。 

 

１. 手続開始の公示日 平成26年8月25日 

２. 契約担当官等 

支出負担行為担当官 

      国立療養所栗生楽泉園 事務部長 石川 武志 

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙６４７ 

３．業務の概要 

(1) 業務名 国立療養所栗生楽泉園治療棟更新築整備その他工事実施設計業務 

 

(2) 業務の目的 

本業務は、基本設計に基づいて工事の実施に必要で、かつ工事施工者が工事費明細

書をつくるために必要で十分な設計図書の作成を行うものである。 

(3) 業務内容 

・治療棟更新築整備 

・下水道・道路舗装等改修 

・駐車場整備 

 詳細は仕様書による。 

(4) 履行期間 

契約締結の翌日から 平成27年 ２月１０日まで 

(5) 紙入札 

① 本業務は、資料の提出等を紙入札方式とする。この申請の窓口及び受付時間は、以

下のとおりである。 

1) 受付窓口：国立療養所栗生楽泉園 会計課施設管理係 

住所 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙６４７ 

TEL 0279-88-3030（内線225） FAX 0279-88-5473 

2) 受付時間：土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和

63年法律第91条）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。））を

除く毎日、9時00分から17時00分まで。 



(6) その他 

① 本業務の契約書（案）、特記仕様書、競争入札心得（案）は別添１から別添４のとおりで

ある。 

４．入札参加者に要求される資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、以下に掲げる資格を満たしている単体企業であること。 

① 単体企業 

1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）予決令第70

条及び第71条の規定に該当しない者であること。 

2) 厚生労働省より、関東甲信越地域におけるにおける平成25・26年度測量・建設コン

サルタント等業務に係るＡ又はＢ等級の一般競争（指名競争）参加資格の認定を受

けていること。 

3) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省から指名停

止を受けている期間中でないこと。 

4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものと

して、厚生労働省発注の測量・建設コンサルタント等業務からの排除要請があり、当

該状態が継続している者でないこと。 

5) 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登

録を行っていること。 

(2) 技術資料を提出しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこ

と。 

① 資本関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生

会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

1) 親会社と子会社の関係にある場合 

2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし1) については、会社の一方が更生

会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

1) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

2) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

(3) 管理技術者は一級建築士であること。 

(4) 管理技術者及び主たる分担業務分野（総合分野）の主任担当技術者は、参加表明書及び

技術資料の提出者の組織に所属していること。 

(5) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、それぞれ１名であること。 

(6) 管理技術者は、記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。また、記載を求め

る主任担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任



していないこと。 

(7) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者の手持ち業務について、携わっている業

務（本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。）が原則として３件未満であること。なお、

手持ち業務の規模及び量が評価の対象になることがある。 

(8) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、平成16年8月1日以降に設計業務委

託特記仕様書に定める実績及び資格があること。 

(9) 主たる分担業務分野（建築分野のうち、積算に関する業務を除く業務。）を再委託しないこ

と。 

(10) 電気設備分野、機械設備分野において、参加表明書及び技術資料の提出者又は協力

事務所（再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下

同じ。）が、他の参加表明書及び技術資料の提出者の協力事務所となっていないこと。 

(11) 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が厚生労働省の測

量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争（指名競争）参加資格者である場合には、当

該協力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。 

(12) 次の事項に該当する者は、競争に参加できない。 

① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 

② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。 

注：※１ 「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」（平成10年10月1日建設省厚契発第37号）

第15条の定義による。 

※２ 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括

する役割を担う者をいう。 

※３ 分担業務分野の分類は下記による。なお、参加表明書及び技術資料の提出者においてこ

れ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合、別添５（様式５)に従い当該分

野の業務内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。 

 ただし、この場合において当該分野の技術者の評価は行わないが、当該分野の主任担

当技術者は「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしてなければならない。 

なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。 

分担業務分野 業務内容 

総 合 平成21年国土交通省告示15号別添一第１項第一号及び第二号に

おいて示される「設計の種類」における「総合」 

構 造 同上「構造」 

電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 

機 械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降

機等」に係るもの 

５．担当部局 

住所 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙６４７ 



：国立療養所栗生楽泉園 会計課施設管理係 

TEL 0279-88-3030（内線225） FAX 0279-88-5473 

６．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

(1) 参加表明書の作成要領 

参加表明書の様式は、別添５（様式１～５、Ａ４判）に示すとおりとするほか、競争参加資格

を有することを示す資料を添付すること。 

(2) 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

① 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力（様式２、様式３） 

 管理技術者（様式２）及び記載を求める各主任担当技術者（様式３：各主任担当技術

者ごとに１枚作成）の経験及び能力について、以下の項目を記載する。 

1) 氏名 

技術者の氏名を記載する。 

2) 生年月日 

技術者の生年月日及び年齢（参加表明書の提出期限時現在）を記載する。 

3) 所属、役職 

技術者の所属する部署及び役職を記載する。 

4) 保有資格等 

  技術者の保有する資格のうち、「１１．総合評価に関する事項」における「資格評価

表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記載する。 

5) 平成16年8月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績 

a) 「平成16年8月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績」とは、

以下のｲ)～ﾊ)すべての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績及び協力

事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載でき

る。 

ｲ) 平成16年8月1日以降に契約履行が完了した設計業務実績 

ﾛ) 本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績（ただし、管理技術

者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主た

る分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。） 

ﾊ) 以下を満たす施設の設計業務実績 

・同種業務の実績における対象施設は、病院とする。 

・類似業務の実績における対象施設は、社会福祉施設とする。_ 

b) 該当する業務実績について、以下の項目を記載する。 

ｲ) 業務名称及びPUBDIS（※）登録の有無 

 PUBDISへの登録状況について、有又は無のうち該当するものに○をつける。

有の場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等の

PUBDISの「会社コード」を記載すること。 



※PUBDISとは、（社）公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。 

ﾛ) 発注者 

 発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は契約相手方を記載し、

( )内に事業主を記載する。 

ﾊ) 受注形態 

 単独、設計共同体又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。あわせ

て、設計共同体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は再委託を受け

た契約相手方を（ ）内に記載すること。 

ﾆ) 業務概要 

 同種又は類似のうち該当するものに○をつける。また、対象施設の施設用途

及び規模・構造を記載する。あわせて分担業務分野及び携わった立場（管理

技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場）を記載する。 

ﾎ) 履行期間 

c) 記載する件数は１件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。記

載した業務については契約書の写しを提出すること。ただし、当該業務が、

PUBDISに登録されている場合は、技術資料にPUBDISに登録された業務名及び

当該業務実績を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会社コ

ード」を記載すれば、契約書の写しを提出する必要はない。 

6) 平成16年8月1日以降に契約履行が完了した官公庁発注の営繕事業に係る業務実

績 

a) 「平成16年8月1日以降に契約履行が完了した官公庁発注の業務実績」とは、以

下のｲ)、ﾛ)全ての項目に該当する業務実績をいう。 

ｲ) 平成16年8月1日以降に契約履行が完了した国及び地方自治体実施の営繕

事業に係る測量・建設コンサルタント等業務の実績 

ﾛ) 管理技術者として携わったことのある設計業務実績又は本業務において担

当する分担業務分野の主任担当技術者として携わったことのある設計業務

実績 

b) 上記に該当する業務実績について、以下のｲ)～ﾎ)の項目を記載する。なお、複

数の実績がある場合は最新の実績１件を記載すること。 

記載された業務実績については、成績評定点を確認できる書類（委託業務等成績

評定通知等の写し）を添付すること。 

ｲ) 業務名 

ﾛ) 発注者 

 発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は契約相手方を記載

し、( )内に事業主を記載する。 

ﾊ) 受注形態 



 単独、設計共同体又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。あわ

せて、設計共同体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は再委託を

受けた契約相手方を（ ）内に記載すること。 

ﾆ) 分担業務分野及び携わった立場 

ﾎ) 履行期間 

7) 手持ち業務の状況 

 平成26年9月24日における手持ちの設計業務（本業務を含まず特定後、未契約の

業務を含む。）について、以下のa)～e)の項目を記載する。 

a) 業務名 

b) 発注者 

 発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は、契約相手方を記載し、

( )内に事業主を記載する。 

c) 受注形態 

 単独、設計共同体又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。あわせ

て、設計共同体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は再委託先を受け

た契約相手方を（ ）内に記載すること。 

d) 業務概要 

 対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。あわせて携わっている分担

業務分野及び立場（管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに

準ずる立場）を記載する。 

e) 履行期間 

８）過去の受賞歴 

過去に携わった測量・建設コンサルタント等業務のうち、受賞歴があるものについて、賞

の名称、受賞年月、対象施設の名称、施設用途及び規模・構造、設計共同体の場合は

構成員を記載する。なお、対象施設が完成していない場合（設計競技の入選（佳作を含

む。）作品等を含む。）も対象とする。技術資料の提出時に技術者の受賞実績がわかるも

の（賞状のコピー、掲載された雑誌のコピー等）を添付すること。 

過去の同種又は類似業務の実績の技術的評価 

様式に、過去の同種又は類似業務の実績内容を記入し、写真（外観、内観各一点）、図

面（配置図、主要階平面図各一点。なお、Ａ３以下に縮小すること。）を添付すること。な

お、写真はカラーコピーとしても良い。 

② 協力事務所の名称等（様式４） 

 業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を

様式に従い記載すること。再委託先からの、当該再委託業務に係る見積書を添付すること。

（主任担当技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記入すること。なお、

当該事項がない場合は（様式４）を提出しなくてもよい。） 



③ 新たな分担業務分野の追加（様式５） 

 技術資料の提出者において新たな分担業務分野を追加する場合は、以下の項目を様式

に従い記載すること。 

1) 新たに追加する分担業務分野 

2) 新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 

3) 分担業務分野を追加する理由 

4) 氏名 

技術者の氏名を記載する。 

5) 生年月日 

技術者の生年月日及び年齢（参加表明書の提出期限時現在）を記載する。 

6) 所属、役職 

技術者の所属する部署及び役職を記載する。 

7) 保有資格等 

 技術者の保有する資格のうち、「１１．総合評価に関する事項」における「資格評価

表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記載する。 

8) 「平成16年8月1日以降の当該分野における同種又は類似業務の実績「平成16年8月

1日以降の当該分野における同種又は類似業務の実績」については、該当する業務のう

ち、最新のもの１件を記載すること。また、「施設等概要及び担当した分担業務分野の内

容」には、当該施設概要及び業務内容を具体的に記載すること。 

④ 追加資料 

提出された技術資料において、管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者が同一

の支社に属していない場合、次の資料を提出すること。（様式自由） 

1) 提出者の各担当者が複数の支社にいる場合は、各支社の管理建築士の証明書の写

しを提出する。 

2) 提出者の各担当者が複数の支社にいる場合は、次の資料を提出する。 

a) 各担当者に対して 

・健康保険被保険者証の写し 

・源泉徴収票の写し 

b) 事業者に対して 

・各担当者の過去３ヶ月分の給与支払額が確認できる給与明細書、賃金台帳の写し 

・各担当者の過去３ヶ月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる

書面の写し 

・各担当者の健康保険被保険者標準報酬決定通知書の写し 

・各担当者の市町村民税等の特別徴収税額の通知書の写し 

７．参加表明書の提出方法及び提出期限 

 (１) 提出期限、提出場所及び提出方法 



提出期限：平成26年9月9日（火）15時00分。 

提出場所：３（５）①．担当部局に同じ。 

提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。） 

８．競争参加資格の確認等 

競争参加資格の確認は、参加表明書及び資料の提出期限をもって行うものとし、そ

の結果は平成26年 9月12 日までに、書面で通知する。 

 

９．競争参加資格がないものと認めた理由に関する事項 

(1) 参加表明書を提出した者のうち、競争参加資格がないと認められたものに対して、書面をも

って、支出負担行為担当官から通知する。 

(2) 上記(1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以

内に、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないものと認めた理由について説明

を求めることができる。また、書面により通知を受けた者は、書面（様式は自由）を持参又は

郵送（書留郵便等の配達の記録の残るものに限る。）することにより、支出負担行為担当官

に対して競争参加資格がないものと認めた理由について説明を求めることができる。 

① 受付場所：３（５）①．に同じ。 

② 受付時間：9時00分から17時00分まで。 

(3) 上記(2)の非選定理由についての回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起

算して５日（休日を含む。）以内に、書面により行う。 

10．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答 

(1) 質問は、①の期間内に、②に書面（書式自由、ただし規格はＡ４判）により行うものとし、持

参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）、若しくは電送又は電子メール

のいずれの方法でも可能とする。（電送又は電子メールの場合には着信を確認すること。） 

① 受付期間 

 平成26年8月26日(火）9時00 分から平成26年9月8日（月）15時00 分までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時00分から17 時00 分まで。 

② 受付場所 ３（５）①．担当部局に同じ。 

 

 (2)質問書の提出にあたっては、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、

電子メールアドレスを併記するものとする。 

(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から７日間（休日を含まない。）以内に

電送又は電子メールで行う。ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が７日

間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。 

① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限日の２日前 

技術資料に係る質問に対する回答：技術資料提出期限日の３日前 

11．総合評価に関する事項 

(1) 落札者の決定方法 



① 指名された入札参加者は、「価格」及び「予定技術者の経験及び能力」、「実施方針など」

をもって入札をし、予決令79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で入札したもののうち、下記(2) 総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」と

いう。）の最も高い者を落札者とする。 

 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適

合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められ

るときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最

も高い者を落札者とすることがある。 

② 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落

札者を決める。 

(2) 総合評価の方法 

① 評価値の算出方法 

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

② 技術評価点の算出方法 

 技術資料の内容に応じ、下記1)、2) の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与え

る。 

なお、技術評価点の最高点数は60 点とし、小数５位切り捨て、小数４位止めとする。 

1) 予定管理技術者の経験及び能力 

2) 実施方針など 

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

技術評価点 ＝ 60点 ×（技術評価の得点合計 ／ 技術評価の配点合計） 

技術評価の得点合計  

=1）に係る評価点＋2）に係る評価点 

なお、本業務における技術点の満点は60点とする。 

技術点の満点は、技術点の配点の合計とする。 

③ 価格評価点の算出方法 

 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとし、小数５位切り捨て、小数４位止めとす

る。 

価格評価点 ＝ 価格点 ×（１－入札価格／予定価格） 

④ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記1)、2)により得られた技術評価点と当該

入札者から求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

(3) 技術評価点を算出するための基準 

 技術資料の内容について、以下の評価項目、判断基準、並びに評価のウェイトは以下

のとおりとする。 



なお、「② 実施方針など」は、評価を反映し、評価する。 

① 予定技術者の経験及び能力 

評価 

項目 
評価の着目点 評価の 

ｳｪｰﾄ  判断基準 
資格 専門分野の技術者資格 各担当分野について、資格の内容を資格

評価表により評価する。 
管理技術者 0 

主任担当 

技術者 

総合 2 

構造 2 

電気 2 

機械 2 

技術力 平成16年8月以降に契約履行

が完了した同種又は類似業

務の実績（実績の有無及び件

数、携わった立場） 
 

以下の順で評価する。 
①同種業務の実績がある。 
②類似業務の実績がある。 
上記に加え、実績の立場を下記の順で評

価する。 
●管理技術者の場合 
①管理技術者又はこれに準ずる立場 
②主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③担当技術者又はこれに準ずる立場 
●主任担当技術者の場合 
①主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
②担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 3 

主任担当 

技術者 

建築 2 

構造 2 

電気 2 

機械 2 

※当該担当者等へのヒアリン

グにより内容を確認すること

がある。 

平成16年8月以降に担当した

官公庁発注業務の成績評価（

複数の実績がある場合は、評価点

の平均） 

以下の順で評価する。 
①80点以上の実績がある。(加点) 
②①、④以外の実績がある。(加点) 
③実績が無い。(0点) 
④65点未満の実績がある。(減点) 

管理技術者 3 
主任担当 
技術者 

建築 2 
構造 2 

電気 2 
機械 2 

ＣＰＤ取得単位の状況 ＣＰＤ取得単位の状況を評価する。 管理技術者 2 
主任担当 
技術者 

建築 2 

構造 2 

電気 2 

機械 2 

                                                                    合計 40 

 

② 実施方針など 

業務実施方針 

及び手法 
（評価にあたっては技

術資料の内容により総

合的に判断を行う。）

） 

業務の理解度及び
取組意欲 

業務内容、業務背景、手続の理解が高く、積極性が見られる
場合に優位に評価する。 8 

業務の実施方針 業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上

の配慮事項等について（ただし、評価テーマに対する内容を

除く。）、的確性、独創性、実現性等を総合的に評価する。 

 
 
12 

                                                                    合計 20 

 

資格評価表                                                                  

分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
管理技術者 
 

 

総合・構造 ①一級建築士  



電気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

機械 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士 

※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 

 (4) 評価内容の担保 

 落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履

行すること。 

契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は、業 

務成績評定を３点減ずる等の措置を行う。 

12．技術資料の作成及び記載上の留意事項 

(1) 基本事項 

 技術資料は設計業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、当該

業務の具体的な内容や成果品の一部（図面、模型写真、透視図等）の作成や提出を求める

ものではない。具体的な設計作業は、契約後に技術資料に記載された具体的な取組方法

を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議の上開始することとする。

本説明書において記載された事項以外の内容を含む技術資料、又はこの書面及び別添の

書式に示された条件に適合しない技術資料については、提案を無効とする場合があるので

注意すること。 

(2) 技術資料の作成要領 

 技術資料の様式は、別添５（様式２、３）及び別添５（様式６、７）に示すとおりとする。ただし、

別添５（様式２、３）については、参加表明書提出時に提出したものを提出すること。 

(3) 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

① 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力（様式２、様式３） 

管理技術者（様式２）及び記載を求める各主任担当技術者（様式３：各主任担当技術

者ごとに１枚作成）の経験及び能力について、以下の項目を記載する。 

ＣＰＤ取得単位の状況 

 （財）建築技術教育普及センターを事務局とする建築ＣＰＤ運営会議の発行する国

土交通省大臣官房官庁営繕部指定の証明書における取得単位を記載する。証明書

は技術資料の提出期限日の３ヶ月前の日以降の発行日のものとする。なお、当該証

明書を添付すること。 

※官庁営繕部指定の証明書について 

1) 官庁営繕部指定の証明書に示すＣＰＤ取得単位は、証明書発行申請日の１ヶ月前

の日から過去１年間における、下記a.からc.に示す取得単位の合計とする。 

a. 2)に示す営繕業務関係特別認定講習会については、認定時間（※１）に３を

乗じた値を取得単位とする。 

b. a.以外の特別認定講習会（※２）については、認定時間（※１）に２を乗じた値を



取得単位とする。 

c. 一般認定プログラムについては、認定時間（※１）を取得単位とする。 

（※１）認定時間とは、建築ＣＰＤ運営会議が認定する時間をいい、１時間＝１認定時間とする。 

（※２）特別認定講習会とは、国又は地方公共団体が主催、共催若しくは後援する講習会で、建

築ＣＰＤ運営会議が特別認定講習会として認定した講習会をいう。 

2) 営繕業務関係特別認定講習会は、下記①及び②の項目に適合した講習会とす

る。 

a. 建築ＣＰＤ運営会議において、特別認定講習会に認定されていること。 

b. 国土交通省（沖縄総合事務局を含む。）が主催、共催若しくは後援する講

習会等で、国土交通省大臣官房官庁営繕部の所掌事務に関連する内容

であること。 

② 業務実施方針及び手法（様式７） 

 業務の実施方針、取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項

（様式８に記載する内容を除く。）、その他の業務実施上の配慮事項等をＡ４判２枚以内

簡潔に記述する。この際、技術資料の提出者（設計共同体の構成員、協力事務所を含

む。）を特定することができる内容の記述（具体的な社名等）を記載してはならない。 

13．技術提案書の提出方法及び提出期限 

(1) 提出方法 

別添様式（様式７～様式８）を基に作成を行うものとし、ファイル形式、ファイル容量等の基本

的事項は７.(1)と同様とする。 

(2) 提出期限、提出場所及び提出方法 

提出期限：平成26年 9月16日（火）15 時00 分。 

提出場所：５．担当部局に同じ。 

提出方法：紙により提出すること。持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限

る。）、電送又は電子メールによる。（電送又は電子メールの場合には着信を確

認すること。） 

14．ヒアリング 

ヒアリングは行わない。 

 

15．入札及び開札の日時及び場所 

(1) 締切日時 

①  紙により持参する 

平成26年9月24日（水）10時00分 

② 場所：国立療養所栗生楽泉園 会計課施設管理係 

住所  〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙６４７ 

(2) 開札日時 平成26年9月24日（水）11時00分 



16．入札方法等 

(1) 入札書は紙入札方式により提出すること。入札書は持参すること。郵送又は電送による入

札は認めない。 

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分８に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をも

って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。 

(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

17．入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 免除。 

(2) 契約保証金 免除。ただし、落札者は公共工事履行保証証券による保証を付するもの

とする。この場合の保証金額は契約金額の１０分の３以上とする。 

18．開 札 

 入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札

に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 

19．入札の無効 

 手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に

虚偽の記載をした者のした入札及び別冊競争契約入札心得において示した条件等入札に関

する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札

決定を取り消す。 

 なお、支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受

けているもの、その他の開札の時において４．に掲げる要件のないものは、指名されるために必

要な要件のない者に該当する。 

 また、追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、入札に関する条件

に違反した入札として無効とすることがある。 

20．手続における交渉の有無 無 

21．契約書作成の要否 

要。 別添の契約書(案)により契約書を作成するものとする。 

22．支払条件 

前金払い １０分の３以内 

23．火災保険付保の要否 否 

24．苦情申し立てに関する事項 

 本手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続き」（平成7年12月14日付け政府調達

苦情処理推進本部決定）により、政府調達苦情検討委員会（連絡先：内閣府政府調達苦情処

理検討委員会事務局 電話03-5253-2111（内45245））に対して苦情を申し立てることができる。 



25．関連情報を入手するための照会窓口 ３．(5) ①に同じ。 

26．その他の留意事項 

(1) 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) ４．(1) 2)に掲げる認定を受けていない単体企業又も参加表明書を提出することができるが、

その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札に参加するためには、入札時

において、当該資格の認定を受けていなければならない。 

(3) 同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建

設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コ

ンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績をもって判断するもの

とする。 

(4) 本件業務を受注した建設コンサルタント（再委託先である協力事務所を含む。以下同じ。）

及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連があると認められた

製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うこと

ができない。 

 上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、

次の①又は②に該当することをいう。 

① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株

式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。 

② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタ

ントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。 

(5) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案書を

提出できないものとする。 

(6) 参加表明書、技術提案書及び履行確実性の審査のための追加資料の作成に関する費用

及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 

(7) 参加表明書及び技術資料に虚偽の記載をした場合（PUBDISに虚偽のデータを登録してい

る場合を含む。）には、参加表明書又は技術資料を無効とするとともに、虚偽の記載をした

者に対して指名停止措置を行うことがある。 

 また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原

則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。 

・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合 

・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合 

・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合 

・白紙である場合 

・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 

・発注者名に誤りがある場合 

・発注案件名に誤りがある場合 



・提出業者名に誤りがある場合 

・６．(2)④に示す追加資料の提出がない場合 

・その他未提出又は不備がある場合 

(8) 参加表明書及び技術資料の取扱い 

① 提出された参加表明書及び技術資料を、発注者の了解なく公表､使用してはならない。 

② 落札者以外の者が提出した技術資料は、国立療養所栗生楽泉園 会計課施設管理係

において廃棄するものとするが、提出者の希望がある場合は返却する。返却を希望する

場合は、その旨を技術資料に記載すること。記載無き場合は返却の希望がないものとみ

なす。 

③ 提出された参加表明書及び技術資料は、落札者の決定以外に提出者に無断で使用し

ない。 

(9) 参加表明書及び技術資料の提出後において、原則として参加表明書及び技術資料に記

載された内容の変更を認めない。また、参加表明書及び技術資料に記載した配置予定の

技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由によ

り変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 

(10) 第１回目の入札が不調になった場合、再度入札に移行する。 

(1１) 評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所につい

ては、発注者から電話等により指示する。 

 (12) その他 

 技術資料の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表、使用して

はならない。 



 

参加表明書 

 

（業務名）国立療養所栗生楽泉園治療棟更新築整備その他工事実施設計業務 

 

  標記業務の技術提案書に基づく選定の参加について関心がありますので、参加表明書を

提出します。 

                                                 平成    年    月    日 

 

支出負担行為担当官 

国立療養所栗生楽泉園 

   事務部長          殿 

 

（提出者）住    所  ○ ○ ○ ○ 

電話番号  ○ ○ ○ ○ 

提出者名   ○ ○ ○ ○ 

代表者   役職名    氏      名    印 

（作成者）担当部署 

氏  名 

ＦＡＸ 

Ｅ-mail 

 

 

※紙入札による場合は代表者印を押印して下さい。 

  



（様式１） 

技術資料 

 

（業務名）国立療養所栗生楽泉園治療棟更新築整備その他工事実施設計業務 

 

  標記業務について技術資料を提出します。 

                                                 平成    年    月    日 

 

支出負担行為担当官 

 国立療養所栗生楽泉園 

     事務部長       殿 

      

 

（提出者）住    所  ○ ○ ○ ○ 

電話番号  ○ ○ ○ ○ 

提出者名   ○ ○ ○ ○ 

代表者   役職名    氏      名    印 

（作成者）担当部署 

氏  名 

ＦＡＸ 

Ｅ-mail 

 

・提出した技術資料は、返却を    ・希望します。 

・希望しません。 

※紙入札方式で提出する場合、どちらかを選択すること。 

  



（様式２） 

管理技術者の経歴等 

①氏名  ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日   （○ 才） 

③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ 

④保有資格等   実務経験年数（ ○ ）年 

 ・一級建築士      （登録番号：○○   ）（取得年月日：○年○月○日） 

  ・（                ）  （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

⑤平成16年8月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名(PUBDIS登録番号) 
発注者 

(事業主) 
受注形態 業務概要 

施設完成 

年月 

○○○○○○建築設計業務 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事) 

 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ            ) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

(            として従事) 

 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ            ) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

(            として従事) 

 

⑥平成16年8月以降に担当した厚生労働省発注の業務実績 

業務名 受注形態 分担業務分野及び立場 履行期間 

○○○○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務  

･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

建築分野主任担当技術者 平成○年○月～ 

  平成○年○月 

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

⑦手持業務の状況（平成 年 月 日現在の手持の設計業務）                                                                             

合計（  ）件 

業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間 

○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 

（追加項目） 

⑧過去の受賞歴 

受賞した賞 受賞年月 対象施設名称 用途・規模・構造 共同体の場合の構成員 

     



（様式３－○） 

各主任担当技術者の経歴等 担当分野： 

①氏名  ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日   （○ 才） 

③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ 

④保有資格等   実務経験年数（ ○ ）年 

  ・（                ）  （登録番号：○○   ）（取得年月日：○年○月○日） 

  ・（                ） （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

 ・（                ）  （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

⑤平成16年8月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名(PUBDIS登録の有無) 
発注者 

(事業主) 
受注形態 業務概要 

施設完成 

年月 

○○○○○○建築設計業務 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

 

(○○○○○○として従事) 

 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ            ) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

(            として従事) 

 

(有 無 

ｺｰﾄﾞ            ) (          ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

･同種 

･類似 

(            として従事) 

 

⑥平成16年8月以降に担当した厚生労働省発注の業務実績 

業務名 受注形態 分担業務分野及び立場 履行期間 

○○○○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務  

･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

建築分野主任担当技術者 平成○年○月～ 

  平成○年○月 

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

 ･単独 ･共同体 

･協力事務所 

(                    ) 

  

⑦手持業務の状況（平成 年 月 日現在の手持の設計業務） 

合計（  ）件 

業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間 

○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 

（追加項目） 

⑧過去の受賞歴 

受賞した賞 受賞年月 対象施設名称 用途・規模・構造 共同体の場合の構成員 

     



（様式４） 

協力事務所の名称等 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

 



（様式５） 

新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 

新たに追加する分担業務分野 

新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 

 

分担業務分野を追加する理由 

 

主任担当技術者 ①氏名  ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日 （○ 才） 

③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ 

④保有資格等   実務経験年数（ ○ ）年 

 ・（                ） （登録番号：○○○○○）（取得年月日：○年○月○日） 

  ・（                ）  （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

⑤平成16年8月以降の当該分野における業務の実績 

業務名(PUBDIS登録の有無) 受注形態 施設等概要及び分担業務分野の内容 

発注者(事業主) 施設完成年月 

○○○○○○○設計業務 

(有 無     ｺｰﾄﾞ0000000000) 

・単独     ・共同体 

(                  ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

 

 

 (○○○○○○○として従事) (                       ) 

平成○年○月 

(有 無     ｺｰﾄﾞ          ) 

・単独     ・共同体 

(                  ) 

 

 

 

 (              として従事) (                       ) 

平成○年○月 

(有 無     ｺｰﾄﾞ         ) 

・単独     ・共同体 

(                  ) 

 

 

 

(              として従事) (                       ) 

平成○年○月 

⑥手持業務の状況（平成 年 月 日現在の手持の設計業務）                                                                             

合計（  ）件 

業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間 

○○○○○○○○○○○○ 

建築設計業務 (             ) 

・単独 ・共同体 

(             ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事) 

 

 

 (             ) 

・単独 ・共同体 

(             ) 

 

(            として従事) 

 

 

 (             ) 

・単独 ・共同体 

(             ) 

 

(            として従事) 

 

 

 



（様式６） 

担当技術者の経歴等 
①分担業務分野  建築 ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成16年8月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 
①分担業務分野  建築 ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成16年8月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 
①分担業務分野  建築 ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成16年8月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 
①分担業務分野  建築 ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成16年8月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 
①分担業務分野  建築 ②所属  ○○○○○○○○○○○○○○事務所 

③氏名  ④生年月日    ○年○月○日             （ ○  才） 

⑤保有資格等      実務経験年数（    ）年 
 ・(                  )(登録番号：○○○○○ )(取得年月日：○年○月○日) 

⑥平成16年8月以降の同種又は類似業務の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

○○○○○○建築設計業務 
(有 無 

ｺｰﾄﾞ000000000000) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･同種 
･類似 

事務庁舎、RC-3、○○㎡ 
(○○○○○○として従事) 

 

 

 



（様式７） 

業務実施方針及び手法 

業務の実施方針 ※業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項（様式８に記載

する内容を除く。）、その他の業務実施上の配慮事項を簡潔に記述する。なお、提出者（

設計共同体の構成員、協力事務所を含む）を特定することができる内容の記述（具体的な

社名等）を記載してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式８） 
評価テーマ 

○○○○についての提案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※提出者（設計共同体の構成員、協力事務所を含む）を特定することができる内容の記述（具体的な社名等）

を記載してはならない。 

 



競争契約入札心得

（目的）

第１条 国立療養所栗生楽泉園所掌の契約に係る一般競争及び指名競争（以下「競争」と

いう）を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法（昭和22年法律第35

号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令165号。以下｢令」という。）、契約事務取扱規

則(昭和37年大蔵省令第52号）、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定める

ところによるものとする。

(一般競争参加の申出）

第２条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、

令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告にお

いて指定した書類を添え、契約担当官等（会計法第29条の３第１項に規定する契約担当

官等をいう。以下同じ。）にその旨を申し出なければならない。

（入札保証金等）

第３条 競争入札に参加しようとする者（以下｢入札参加者」という。）は、入札執行前

に、見積金額の100分の５以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外

現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証

金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

２ 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が

入札保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険

証券を契約担当官等に提出しなければならない。

３ 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合

は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんのうえ、氏名及び金額を封

皮に明記して該当提出書（有価証券を提供する場合は、該当提出書及び印鑑）を添えて

差し出さなければならない。

４ 入札参加者は、第１項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は

契約担当官等が確実と認める金融機関（以下「銀行等」という。）に対する定期預金債

権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権

に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならな

い。

５ 入札参加者は、第１項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の

保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

６ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者

以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。

(入札等）

第４条 入札参加者は、仕様書、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければなら

ない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職

員の説明を求めることができる。

２ 入札書は、様式１により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通

知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。

３ 入札書は、［入札保証金の全部の納付を免除された場合であつて、契約担当官等にお

いてやむを得ないと認めたときは］書留郵便をもって提出することができる。この場合

においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び

入札日時を記載し、契約担当官等あての親展で提出しなければならない。

［注：［ ］は、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第

４条第１項に規定する特定調達契約に該当する場合に削除する。］

４ 前項の入札書は、公告又は通知書に示した時刻までに到達しないものは無効とする。



５ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければなら

ない。

６ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をす

ることはできない。

７ 入札参加者は、令第71条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはでき

ない。

（入札の辞退）

第４条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退する

ことができる。

２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところによ

り申し出るものとする。

一 入札執行前にあっては、入札辞退届（様式２）を契約担当官等に直接持参し、又は

郵送（入札日の前日までに到達するものに限る。）して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行す

る者に直接提出して行う。

３ 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受

けるものではない。

（公正な入札の確保）

第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年

法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格、

又は入札意思についていかなる相談も行わず独自に入札価格を定めなければならない。

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示

してはならない。

(入札の取りやめ等）

第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執

行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は

入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

（無効の入札）

第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札

二 委任状を持参しない代理人のした入札

三 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札

四 記名押印を欠く入札

五 金額を訂正した入札

六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

七 明らかに連合によると認められる入札

八 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札

九 その他入札に関する条件に違反した入札

（入札書等の取り扱い）

第６条の２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合

し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た

場合には、入札書等を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。



（落札者の決定）

第７条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は

最低の価格（会計法第29条の６第２項に規定する契約にあつては、価格及びその他の条

件が国にとつて最も有利なもの）をもつて入札した者を落札者とする。ただし、国の支

払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他の請負業務

について、落札者となるべき者の入札価格によつては、その者により当該契約の内容に

適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結す

ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認め

られるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて入札した他の者のうち最低の価

格（会計法第29条の６第２項に規定する契約にあつては、価格及びその他の条件が国に

とつて最も有利なものの次に有利なもの）をもつて入札した者を落札者とする。

２ 予算決算及び会計令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う

調査に協力しなければならない。

（再度入札）

第８条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札

がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場

合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する

日時において再度の入札を行う。

（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定）

第９条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札

をした者にくじを引かせて落札者を定める。

２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これ

に代わつて入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

（契約保証金等）

第10条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、公告において示した契約保証金又は契約

保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全

部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

２ 第３条第２項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

３ 落札者は、第１項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじ

め、現金を取扱官庁の保管金取扱店（日本銀行の本店、支店又は代理店）に振り込み、

保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければ

ならない。

４ 落札者は第１項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、

当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証

券取扱店（日本銀行の本店、支店又は代理店）に払い込み、政府保管有価証券払込済通

知書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて取扱官庁に提出しなければなら

ない。

５ 第３条第５項の規定は、第１項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行

等または公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４

項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。

（入札保証金等の振替え）

第11条 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保

証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振

り替えることができる。



（契約書等の提出）

第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当官等から交付された契約

書の案に記名捺印し、落札決定の日から７日以内に、これを契約担当官等に提出しなけ

ればならない。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長するこ

とができる。

２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力

を失う。

３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その

他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等

がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

（異議の申し立）

第13条 入札をしたものは、入札後、この心得、仕様書、契約書案及び現場等についての

不明を理由として異議を申し立てることはできない。



様式１ （用紙Ａ４）

入 札 書

一 金

件 名

競争契約入札心得及び仕様書等を承諾の上、入札します。

平成 年 月 日

入札者

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

支出負担行為担当官

国立療養所栗生楽泉園事務部長 殿



様式２ （用紙Ａ４）

入 札 辞 退 届

件 名

上記について指名を受けましたが、都合により辞退します。

平成 年 月 日

入札者

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

支出負担行為担当官

国立療養所栗生楽泉園事務部長 殿



公共建築設計業務委託共通仕様書



第１章 総則

１．１ 適用

１．本共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、公共建築設計業務（建築

意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、

以下「設計業務」という。）の委託に適用する。

２．設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違

がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書

(2) 現場説明書

(3) 別冊の図面

(4) 特記仕様書

(5) 共通仕様書

３．受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若し

くは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。

１．２ 用語の定義

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

１．「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技

術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、

発注者が定めた者をいう。

２．「検査職員」とは、設計業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づ

き、発注者が定めた者をいう。

３．「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、

契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

４．「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。

５．「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及

び共通仕様書をいう。

６．「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書

並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答し

た書面をいう。

７．「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当

該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。

８．「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとに

なる計算書等をいう。

９．「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める

図書をいう。

10．「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。

11．「特記」とは、１．１の２．の(1)から(4)に指定された事項をいう。

12．「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必

要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。



13．「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは

変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

14．「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせること

をいう。

15．「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計

業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

16．「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業

務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意するこ

とをいう。

17．「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者

と受注者が対等の立場で合議することをいう。

18．「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又

はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

19．「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものを

いい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要す

る場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日

有効な書面と差し替えるものとする。

20．「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の完了の確認をすることをいう。

21．「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と

調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

22．「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見

した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

23．「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再

委託する者をいう。

第２章 設計業務の範囲

設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。

１．一般業務の内容は、平成21年国土交通省告示第15号（以下「告示」とい

う。）別添一第１項に掲げるものとし、範囲は特記による。

２．追加業務の内容及び範囲は特記による。

第３章 業務の実施

３．１ 業務の着手

受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計

業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が

設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。

３．２ 設計業務の条件

１．受注者は，業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に

設計方針の策定（告示別添一第１項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び



第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。）を行い、業務当初及び変更の

都度、調査職員の承諾を得なければならない。

２．受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその

計算過程を明記するものとする。

３．電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あ

らかじめ調査職員の承諾を得なければならない。

３．３ 適用基準等

１．受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等（以下「適用基準

等」という。）は、特記による。

２．受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようと

する場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。

３．適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備える

ものとする。

３．４ 提出書類

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職

員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に

係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措

置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

２．受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、

調査職員の指示によるものとする。

３．業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あら

かじめ調査職員の確認を受け、業務完了後10日以内に登録の手続きを行うとと

もに、登録されることを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。

３．５ 業務計画書

１．受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しな

ければならない。

２．業務計画書の内容は、特記による。

３．受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、そ

の都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。

４．調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資

料を提出しなければならない。

３．６ 守秘義務

受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者

に漏らしてはならない。

３．７ 再委託



１．受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分

を、契約書の規定により、再委託してはならない。

２．受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（構造計算、設備計算

及び積算を除く）、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業

務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

３．受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発

注者の承諾を得なければならない。

４．受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面

により行うこととする。なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等

指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。

５．受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を

行わなければならない。

３．８ 特許権等の使用

受注者は、契約書に規定する特許権等の対象である履行方法を発注者が指定

した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。

３．９ 調査職員

１．発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するもの

とする。

２．調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の

職務を行うものとする。

３．調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。

４．調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、

緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。

５．調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、７日以内に書面により受注

者にその内容を通知するものとする。

３．10 管理技術者

１．受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなけれ

ばならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。

２．管理技術者の資格要件は、特記による。

３．管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。

４．管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理

技術者に委任する権限（契約書の規定により行使できないとされた権限を除

く。）を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。

５．管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務

を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなけれ

ばならない。



３．11 貸与品等

１．業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物

品等（以下「貸与品等」という。）は、特記による。

２．受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却し

なければならない。

３．受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。

万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

４．受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これ

を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

３．12 関連する法令、条例等の遵守

受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しな

れければならない。

３．13 関係官公庁への手続き等

１．受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手

続きの際に協力しなければならない。

２．受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要

な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければなら

ない。

３．受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査

職員に報告し、必要な協議を行うものとする。

３．14 打合せ及び記録

１．設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接

な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容について

は、その都度受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければ

ならない。

２．設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職

員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面（打合せ記

録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。

３．15 条件変更等

受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することの

できない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合する

と認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、

その確認を請求しなければならない。

３．16 一時中止



発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全

部又は一部を一時中止させるものとする。

(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認

めた場合

(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇

所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行

が不適当又は不可能となった場合

(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査

職員が必要と認めた場合

３．17 履行期間の変更

１．受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、

延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発

注者に提出しなければならない。

２．受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修

正した業務工程表を提出しなければならない。

３．18 修補

１．受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなけれ

ばならない。

２．受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。

なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うもの

とする。

３．19 設計業務の成果物

１．成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載を

してはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議

し、承諾を得なければならない。

２．国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものと

する。

３．受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意

した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはな

らない。

３．20 検査

１．受注者は、設計業務が完了したときは、検査を受けなければならない。

２．受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物、打合せ記録、その他検

査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。

３．検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査

を行うものとする。



(1) 設計業務成果物の検査

(2) 設計業務管理状況の検査（設計業務の状況について、打合せ記録等により

検査を行う。）

３．21 引渡し前における成果物の使用

受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場

合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。



公共建築設計業務委託特記仕様書

平成２６年９月

国立療養所栗生楽泉園



公共建築設計業務委託特記仕様書

Ⅰ 業務概要

１．業務名称 国立療養所栗生楽泉園

治療棟更新築整備その他工事 実施設計業務

２．設計完成期限 治療棟及び付属建物については

平成２７年２月１０日（計画通知業務を除く）

上記以外については

平成２６年１１月２８日

３．計画施設概要

(1) 施 設 名 称 国立療養所栗生楽泉園

(2) 敷地の場所 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647

(3) 施 設 用 途 病院

４．設計与条件

(1) 敷地の条件

ａ．敷地の面積 732,803㎡

ｂ．用途地域及び地区の指定 指定なし

(2) 施設の条件

名 称 工事種別 構 造 階 数 建築面積(㎡） 延べ面積(㎡） 備 考

治療棟 新築 Ｓ ３ 約700 約2000 関連する主幹配線・

主幹配管等の切り回

し設計を含む

同上付属渡り廊下 新築 Ｓ 1,2 約115 約120 2箇所3方向

サービス棟 解体 RC １ 約604 約604 解体後治療棟建設

同上付属渡り廊下 解体 Ｓ １ 約30 約30 同上

79宿舎 改修 CB １ 約65 約65 断熱・内装改修等

94宿舎 改修 CB １ 約106 約106 断熱・内装改修等

100宿舎 改修 CB １ 約65 約65 断熱・内装改修等

101宿舎 改修 CB １ 約48 約48 断熱・内装改修等

宿舎地域排水設備 更新 － － － － 舗装更新共

（桝等を含む）



患者集会所及び売店 解体 Ｓ ２ 約197 約299 解体後駐車場整備

患者用物品庫 解体 Ｗ １ 約33 約33 解体後駐車場整備

(3) 建設の条件

ａ．建設工期 ８ヶ月

(4) 設計与条件の資料

設計与条件については、次の資料による。

・ 別添資料

・

・

Ⅱ 業務仕様

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は、

「公共建築設計業務委託共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）による。

１．特記仕様書の適用

特記仕様書に記載された特記事項の中で、「○」印の付いたものを適用する。

２．技術者の資格要件

次に掲げる基準を満たす管理技術者１名及び担当技術者を各分野に１名以上

配置すること。

①管理技術者は、一級建築士の資格を有するものとする。

②管理技術者は平成１６年度以降（過去１０年間）に完成・引渡しが完了し

た、病院における1,000㎡以上の新築又は増築工事さらに放射線施設の、実施

設計の経験を有するものであること。

③建築分野の主任担当技術者は一級建築士の資格を有するものであること。

電気設備分野の主任担当技術者は設備設計一級建築士又は建築設備士もし

くは１級電気工事施工管理技士の資格を有するものであること。

機械設備分野の主任担当技術者は設備設計一級建築士又は建築設備士もし

くは１級管工事施工管理技士の資格を有するものであること。

３．業務計画書

共通仕様書３．５により、受注者は、契約締結後14日以内に次の内容を記載

した業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。

なお、担当者が業務計画書の提出を不要と認めた場合、またはプロポーザル

方式により業務を受注した場合は、業務計画書の提出を省略できる。

業務計画書に記載した技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、



死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術

者であるとの発注者の了解を得なければならない。

(1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、平

成１６年８月以降の同種又は類似業務の実績、平成１６年８月以降に担当し

た厚生労働省発注の業務実績及び手持業務の状況

(2) 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属、保有資格、実務経

験年数、平成１６年８月以降の同種又は類似業務の実績、平成１６年８月以

降に担当した厚生労働省発注の業務実績及び手持業務の状況

(3) 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属、保有資格、実務経験

年数、平成１６年８月以降の同種又は類似業務の実績

(4) 協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由

及び具体的内容（協力事務所がある場合）

(5) 新たに分担業務分野を追加する場合は、追加する分担業務分野、具体的な

業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名、生年月日、所属、保有

資格、実務経験年数、平成１６年８月以降の当該分野における業務実績及び

手持業務の状況

注）「平成１６年８月以降の同種又は類似業務の実績」とは、次の①～③全

ての項目に該当する実績をいう。

なお、海外の実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。

①平成１６年８月以降に工事完成した施設の設計業務実績

②本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績（ただし、管理

技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務

の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことが

できる。）

③次を満たす施設の設計業務実績

(ｱ)同種業務の実績における対象施設は、病院とする。

(ｲ)類似業務の実績における対象施設は、社会福祉施設とする。

４．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行

受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案

書により提案された履行体制により当該業務を履行する。

５．設計業務の内容及び範囲

(1) 一般業務の範囲

ａ．基本設計 ・建築（意匠）基本設計

・建築（構造）基本設計



・電気設備基本設計

・機械設備基本設計

ｂ．実施設計 ・建築（意匠）実施設計

・建築（構造）実施設計

・電気設備実施設計

・機械設備実施設計

ｃ．基本計画

概要書作成 ・建築基本計画（構造含む）

・電気設備基本計画（システム等）

・機械設備基本計画（システム等）

注意：基本計画概要書については、実施設計着手前に担当者に説明し承諾を受け

ること。

(2) 追加業務の内容及び範囲

・建築積算業務 （※数量調書作成、見積徴収、見積検討資料作成、

複合単価等の作成を含む。）

・電気設備積算業務（※数量調書作成、見積徴収、見積検討資料作成、

複合単価等の作成を含む。）

・機械設備積算業務（※数量調書作成、見積徴収、見積検討資料作成、

複合単価等の作成を含む。）

・計画通知申請手続き業務（※計画通知の変更手続きを含むものとし、変

更設計図の作成を除く。）

・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続き業務

（標識看板の作成、設置報告書の届出を含む。）

・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務

・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務

・リサイクル計画書の作成

設計にあたって、建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正

処理の徹底）について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検

討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。

・概略工事工程表の作成

・関係官公庁等との協議

・施工計画資料の整理（今回設計にかかる仮設検討図等の作成を含む。）

・工事価格総括表の作成（各工事項目について、共通費及び消費税を除く



㎡あたりの直接工事費を算出した表を作成する。）

６．業務の実施

(1) 一般事項

ａ．基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。

ｂ．実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等

によって行う。

ｃ．積算業務は、担当者の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によっ

て行う。

ｄ．担当者の指示により、「設計説明書」に記入のうえ、担当者に提出する。

ｅ．基本計画概要書については、実施設計着手前に担当者の承諾を受け基本

計画書により実施設計業務を行うこと。

(2) 打合せ及び記録

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、担当者に提出する。

ａ．業務着手時

ｂ．担当者又は管理技術者が必要と認めた時

ｃ．その他（ ）

(3) 適用基準等

特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したもの

とする。（※は、官庁営繕関係統一基準）

ａ．共 通 （年 版 等）

・官庁施設の基本的性能基準 （平成25年版）

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準※ （平成25年版）

・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 （平成８年版）

・官庁施設の環境保全基準※ （平成25年版）

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 （平成18年版）

・公共建築工事積算基準※ （平成19年版）

・公共建築工事共通費積算基準※ （平成23年版）

・公共建築工事標準単価積算基準※ （平成25年版）

・木造計画・設計基準 （平成23年版）

・木造計画・設計基準の資料 （平成23年版）

・建築物解体工事共通仕様書 （平成24年版）



・建築工事における建設物副産物管理マニュアル （平成24年版）

・官庁施設の防犯に関する基準 （平成21年版）

・官庁施設の企画書及び設計説明書作成要領 （平成23年版）

・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン（平成23年版）

ｂ．建 築

・建築工事設計図書作成基準 （平成21年版）

・敷地調査共通仕様書 （平成23年版）

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）※ （平成25年版）

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）※ （平成25年版）

・公共建築木造工事標準仕様書 （平成25年版）

・建築設計基準 （平成18年版）

・建築構造設計基準 （平成22年版）

・建築構造設計基準の資料 （平成23年版）

・建築工事標準詳細図 （平成22年版）

ｃ．建築積算

・公共建築数量積算基準※ （平成18年版）

・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）※ （平成24年版）

・公共建築工事見積標準書式（建築工事編）※ （平成24年版）

ｄ．設 備

・建築設備計画基準 （平成24年版）

・建築設備設計基準 （平成24年版）

・建築設備工事設計図書作成基準 （平成21年版）

・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）※ （平成25年版）

・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）※ （平成24年版）

・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）※ (平成25年版）

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）※ （平成25年版）

・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）※ （平成24年版）

・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）※ (平成25年版）

・排水再利用・雨水利用システム計画基準 （平成16年版）

ｅ．設備積算

・公共建築設備数量積算基準※ （平成15年版）



・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）※ （平成24年版）

・公共建築工事見積標準書式（設備工事編）※ （平成24年版）

ｆ．その他

・工事積算における数値処理及び単価作成要領 ・貸与

・図面作成及び電子データ提出要領 ・貸与

(4) 資料の貸与及び返却

・適用基準等のうち、・貸与に○印の付いたもの

・既設図

貸与場所 国立療養所栗生楽泉園（データはメールによる）

貸与時期 契約時

返却場所 国立療養所栗生楽泉園

（データは業務完了後消去すること）

返却時期 契約後１週間以内

(5) 成果物等の提出時期

a.審査用として、設計図及び積算関係資料を下記の時期までに提出するこ

と。

提出先 厚生労働省大臣官房会計課施設整備室

設計図面の提出

提出期限 平成２６年１１月７日（治療棟等以外１回目）

提出形式 ・ＣＡＤデータ(SXF又はJWW形式）又はＰＤＦデータ

・陽画焼（・Ａ１判 ・Ａ２判 ・担当者と協議）

提出期限 平成２６年１１月２８日（治療棟等以外最終）

提出形式 ・ＣＡＤデータ(SXF又はJWW形式）又はＰＤＦデータ

・Ａ１判トレーシングペーパー （郵送）

・Ａ１判陽画焼郵送 （郵送）

積算資料の提出

提出期限 平成２６年１１月１４日（治療棟等以外１回目）

提出形式 エクセルデータをメール送信



提出期限 平成２６年１１月２８日（治療棟等以外最終）

提出形式 エクセルデータをメール送信

設計図面の提出

提出期限 平成２７年１月９日（治療棟等１回目）

提出形式 ・ＣＡＤデータ(SXF又はJWW形式）又はＰＤＦデータ

・陽画焼（・Ａ１判 ・Ａ２判 ・担当者と協議）

提出期限 平成２７年２月１０日（治療棟等最終）

提出形式 ・ＣＡＤデータ(SXF又はJWW形式）又はＰＤＦデータ

・Ａ１判トレーシングペーパー （郵送）

・Ａ１判陽画焼郵送 （郵送）

積算資料の提出

提出期限 平成２７年１月１６日（治療棟等１回目）

提出形式 エクセルデータをメール送信

提出期限 平成２７年２月１０日（治療棟等最終）

提出形式 エクセルデータをメール送信

b.成果物として、７．成果物、提出部数等に掲げる図面等を設計完了期限ま

でに提出すること。

c.成果物の検査は下記の場所にて行うので立ち会うこと。

・ 厚生労働省大臣官房会計課施設整備室

・

(6) 成果物等の提出場所 厚生労働省大臣官房会計課施設整備室

(7) 成果物等の取り扱いについて

提出されたCADデータについては、工事の請負業者に貸与し、当該工事にお

ける施工図の作成、完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがあ

る。

(8) 業務実績情報の登録について

業務実績情報の登録



・要

業務完了後10日（ただし、土、日曜及び祝日等は除く。）以内に、公共建

築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」を登録する。なお、登録

に先立ち、担当者の確認を受ける。

(9) 情報管理について

施設の特殊性を考慮し、業務遂行上の様々な情報に対する管理体制を確立

する。



７．成果物、提出部数等

(1) 基本設計

摘 要
成 果 物 原 図 陽画焼 製本形態

(A1判以外は特記)

ａ. 建 築（意匠）

・ 建築（意匠）設計図 各１部 ( )部

・ 仕様概要表

・ 仕上表

・ 面積表及び求積図

・ 敷地案内図

・ 配置図

・ 平面図（各階）

・ 断面図

・ 立面図（各面）

・ 矩計図（主要部詳細）

・ 基本設計説明書 各１部 ( )部

・ 工事費概算書 各１部 ( )部

・（ ）

ｂ. 建 築（構造）

・ 構造計画概要書 各１部 ( )部

（基本構造計画案含む）

・ 仕様概要書 各１部 ( )部

・ 工事費概算書 各１部 ( )部

・（ ）

ｃ. 電気設備

・ 電気設備計画概要書 各１部 ( )部

・ 仕様概要書 各１部 ( )部

・ 工事費概算書 各１部 ( )部

・（ ）

ｄ. 機械設備

・ 空気調和設備計画概要書 各１部 ( )部

・ 給排水衛生設備計画概要書 各１部 ( )部

・ 昇降機設備計画概要書 各１部 ( )部

・ 仕様概要書 各１部 ( )部

・ 工事費概算書 各１部 ( )部

・（ ）



摘 要
成 果 物 原 図 陽画焼 製本形態

(A1判以外は特記)

ｅ. その他

・ 透視図 各１部

・ 模型

・ リサイクル計画書 各１部 ( )部

・ 設計説明書 各１部 ( )部

・（ ）

・（ ）

ｆ. 資 料

・ 各種技術資料 一式 ( )部

・ 各記録書 一式 ( )部

・（ ）

・（ ）

・（ ）

（注）：建築（構造）の成果物は、建築（意匠）基本設計の成果物の中に含めることがで

きる。

：電気設備及び機械設備の成果物は、建築（意匠）基本設計の成果物の中に含める

ことができる。

：建築（意匠）設計図は、適宜、追加してもよい。

：成果物は、担当者の指示により、製本とする。

：成果物の電子データは、DVD-Rにて提出し、ファイル形式は、以下のとおりとす

る。

①資料ファイル

資料ファイルのファイル形式についてはPDF形式とする。

②図面ファイル

CAD データ交換フォーマットは原則としてSXF形式とし、１図面１ファイルと

なるよう作成する。ただし､補足資料としてCADソフトがソフト内部で管理してい

る独自のデータ形式（オリジナル形式）も併せて納品するものとする。

③オリジナルファイル

オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が

決定することができる。ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努め

る。



(2) 実施設計

摘 要
成 果 物 等 原 図 陽画焼 製本形態

(A1判以外は特記)

ａ. 建築（意匠）

( )部・ 建築（意匠）設計図 各１部 ・DVD-R

・ 仕様書 原図は紙ケース

・ 仕様概要表 （三つ折り）

・ 仕上表

・ 面積表及び求積図

・ 敷地案内図

・ 配置図

・ 平面図（各階）

・ 断面図

・ 立面図（各面）

・ 矩計図

・ 展開図

・ 天井伏図

・ 平面詳細図

・ 断面詳細図

・ 部分詳細図

・ 建具表

・ 外構図

・ 計画通知図書 各１部 ( )部

・ 中高層建築物の届出書 各１部 ( )部

・（ ）

・（ ）

ｂ. 建築（構造）

・ 建築（構造）設計図 各１部 ( )部

・ 伏図

・ 軸組図

・ 各部断面図

・ 標準詳細図

・ 各部詳細図

・ 仕様書

・ 構造計算書 各１部 ( )部

・（ ）

・（ ）



摘 要
成 果 物 等 原 図 陽画焼 製本形態

(A1判以外は特記)

ｃ. 電気設備

(・ 電気設備設計図 各１部 ( )部 ・DVD-R

・ 仕様書 原図は紙ケース

・ 敷地案内図 （三つ折り）

・ 配置図

・ 電灯設備図

・ 動力設備図

・ 電熱設備図

・ 避雷設備図

・ 受変電設備図

・ 静止形電源設備図

・ 発電設備図

・ 構内情報通信網設備図

・ 構内交換設備図

・ 情報表示設備図

・ 映像・音響設備図

・ 拡声設備図

・ 誘導支援設備図

・ 呼出し設備図

・ テレビ共同受信設備図

・ テレビ電波障害防除設備図

・ 監視カメラ設備図

・ 駐車場管制設備図

・ 防犯・入退室管理設備図

・ 自動火災報知設備図

・ 中央監視制御設備図

・ 構内配電線路図

・ 構内通信線路図

・ 建築参考図



摘 要
成 果 物 等 原 図 陽画焼 製本形態

(A1判以外は特記)

ｃ. 電気設備

(・ 医用接地設備図 各１部 ( )部

・ 非接地配線設備図 各１部 ( )部 ・DVD-R

・ ナースコール設備図 各１部 ( )部 原図は紙ケース

・ 電気設備設計計算書 各１部 ( )部 （三つ折り）

・ 計画通知図書 各１部 ( )部

・ 中高層建築物の届出書 各１部 ( )部

・（ ）

・（ ）



摘 要
成 果 物 等 原 図 陽画焼 製本形態

(A1判以外は特記)

ｄ. 機械設備

・ 空気調和設備設計図 各１部 ( )部 ・DVD-R

・ 仕様書 原図は紙ケース

・ 敷地案内図 （三つ折り）

・ 配置図

・ 建築参考図

・ 機器表

・ 空気調和設備図

・ 換気設備図

・ 排煙設備図

・ 自動制御設備図

・ 屋外設備図

各１部 ( )部

・ 給排水衛生設備設計図

・ 仕様書

・ 敷地案内図

・ 配置図

・ 機器表

・ 衛生器具設備図

・ 給水設備図

・ 排水設備図

・ 給湯設備図

・ 消火設備図

・ 厨房設備図

・ ガス設備図

・ し尿浄化槽設備図

・ ごみ処理設備図

・ 厨房除害設備図

・ 屋外設備図

各１部 ( )部

・ 昇降機設備設計図

・ 昇降機設備図

・ 搬送機設備図

各１部 ( )部

・ 医療ガス設備図

・（ ）

・（ ）



摘 要
成 果 物 等 原 図 陽画焼 製本形態

(A1判以外は特記)

ｄ. 機械設備 ・DVD-R

・ (・ 空気調和設備設計計算書 各１部 ( )部

・ (・ 給排水衛生設備設計計算書 各１部 ( )部

・ 計画通知図書 各１部 ( )部

・ 昇降機設備設計計算書 各１部 ( )部

・ 中高層建築物の届出書 各１部 ( )部

・（ ）

・（ ）

ｅ．建築積算 ・DVD-R

・ 建築工事費積算書・ 各１部

・ 建築工事積算数量算出書・ 各１部

・ 複合単価作成資料 各１部

・ 見積検討資料 各１部

ｆ．電気設備積算 ・DVD-R

・ 電気設備工事費積算書 各１部

・ 電気設備工事積算数量算出書 各１部

・ 複合単価作成資料 各１部

・ 見積検討資料 各１部

ｇ．機械設備積算 ・DVD-R

・ 機械設備工事費積算書・ 各１部

・ 機械設備工事積算数量算出書・ 各１部

・ 複合単価作成資料 各１部

・ 見積検討資料 各１部



摘 要
成 果 物 等 原 図 陽画焼 製本形態

(A1判以外は特記)

ｈ. そ の 他

・ １ ( )部 ・DVD-R透視図 各 部

( )部・模型 各１部

防災計画書 １ ( )部・ 各 部

１ ( )部・省エネルギー関係計算書 各 部

( )部・コスト縮減検討報告書 各１部

・リサイクル計画書 ( )部各１部

１ ( )部・設計説明書 各 部

・概略工事工程表 ( )部各１部

１ ( )部・仮設検討図 各 部

・ 各１部 ( )部・積算数量参考書

・保全に関する説明書 各１部 ( )部・

・工事価格総括表 各１部

・（ ）

ｉ. 資 料

・ 各種技術資料 一式 ( )部 ・DVD-R

・ 構造計算データ 一式 ( )部 (構造計算データ

・ 各記録書 一式 ( )部 はPDF形式も提出)

・（ ）

・（ ）

（注）：建築（構造）の成果物は、建築（意匠）実施設計の成果物の中に含めることがで

きる。

：設計図は、適宜、追加してもよい。

：成果物は、調査職員の指示により、製本とする。

：成果物の電子データは、DVD-Rにて提出し、ファイル形式は、以下のとおりとす

る。

①資料ファイル

資料ファイルのファイル形式についてはPDF形式とする。

②図面ファイル

CAD データ交換フォーマットは原則としてSXF形式とし、１図面１ファイルと

なるよう作成する。ただし､補足資料としてCADソフトがソフト内部で管理してい

る独自のデータ形式（オリジナル形式）も併せて納品するものとする。

③オリジナルファイル

オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が

決定することができる。ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努め

る。



(3) 設計原図の材質等

ａ．設計原図の材質

・トレーシングペーパー

・（ ）

ｂ．設計原図の大きさ Ａ１判

ｃ．原図の様式は次による。

表 紙（様式）

平成○○年度

国立○○○○工事

厚生労働省大臣官房会計課施設整備室

設計業務受託者名

厚生労働省 設計事務所

承 認 印 設 計 者 印

設計図（様式）

設計事務所

設 計 者 印

厚生労働省承認印欄（様式）

室長 補佐 担当

厚生労働省大臣官房

会計課施設整備室

設計事務所設計者印には、建築士法上必要な表示、及び業務計画書に記載された管理技術者、

各主任担当技術者、担当者（協力事務所を含む。）の押印をすること。
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基 本 設 計 概 要 書

施設名 国立療養所栗生楽泉園

１．示達名 治療棟更新築整備

概 要 外来治療棟は、築３５年余り経て劣化しており、サービス棟（昭和５７年

築、鉄筋コンクリート平屋建 603.46㎡）を取壊し、治療棟を新築する。
１・２階部分を外来治療棟とし、３階（及び１階の一部）に、園の機能が

集中している中心部（福祉、病棟等）から離れたところにある管理棟部門

を移転することで、動線を短くし運営管理や利便性の向上を図る。

構造・規模 鉄骨造地上３階建 約２，０７０㎡

付属渡り廊下 鉄骨造 約１２０㎡

２．示達名 下水道・道路舗装等改修

概 要 宿舎地区の下水道管路は、平成４年３月浄化管路として新設し、生活排水、

汚物排水を宿舎脇の桝（マンホール）で合流させ草津町下水処理場で処理

しているが、寒気により土壌が凍結し桝が隆起し周りの土砂が浄化管路に

流れ込み、汚物の詰まり等を発生させてしまう。そこで、桝を寒冷地に適

した構造に変更し、管路も併せて更新する。それに伴い宿舎地区内道路の

舗装整備を行う。

取得が最も古い宿舎のうち、下記の４棟（５戸）について、床、壁、天井

に断熱材を入れ、畳、ふすまとともに更新し、サッシを２重にするなどの

改修を行う。（改修対象宿舎）７９号棟（Ｃタイプ S57.8.17 取得 64.64㎡）
９４－１及び２号棟（Ｂタイプ２戸 H.1.3.30取得 106.35㎡）１００号棟（Ｃ
タイプ H3.3.16取得 64.64㎡)１０１号棟（Ｂタイプ H3.3.16取得 47.65㎡）

３．示達名 駐車場整備

概 要 患者集会所及び売店（鉄骨造２階建、昭和４９年築 299.25 ㎡）及び患者用
物品庫（木造１階建、昭和１０年築 33.05 ㎡）を解体し跡地を駐車場とす
る。



建築設計業務委託契約書（案）

１ 委託業務の名称 国立療養所栗生楽泉園治療棟更新築整備その他工事実施設計業

務

２ 履 行 期 間 平成 年 月 日から平成27年2月10日まで

３ 業 務 委 託 料

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ）

４ 契 約 保 証 金

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい

て、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも

のとする。

本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保

有する。

平成 年 月 日

発注者 住所

支出負担行為担当官

氏名 印

受注者 住所

氏名 印



（総則）

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計業

務委託仕様書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並

びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。）に従い、日本

国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約

をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以

下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を発

注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

３ 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第

15条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注

者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

４ 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若

しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の

手段をその責任において定めるものとする。

５ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

６ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特

別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

８ この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89

号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第49条の規定に基づき、発注者と受注者との協

議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所を

もって合意による専属的管轄裁判所とする。

11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくす

べての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行った

ものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為に

ついて当該代表者を通じて行わなければならない。

（指示等及び協議の書面主義）

第２条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除

（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者

は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び

受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するもの

とする。

３ 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該

協議の内容を書面に記録するものとする。

（業務工程表の提出）

第３条 受注者は、この契約締結後１４日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成

し、発注者に提出しなければならない。

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内

に、受注者に対してその修正を請求することができる。

３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合におい

て、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求

することができる。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該

請求があった日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。

４ 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

（契約の保証）



第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな

ければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ち

にその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付

二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）

の保証

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締

結

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の

額」という。）は、業務委託料の 10分の１以上としなければならない。

３ 第１項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第

五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

４ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の１に達

するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減

額を請求することができる。

（権利義務の譲渡等）

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を

第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、

あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

（秘密の保持）

第６条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

２ 受注者は、発注者の承諾なく、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた

記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

（著作権の譲渡等）

第７条 受注者は、成果物（第37条第１項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第２

項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。）

又は成果物を利用して完成した建築物（以下「本件建築物」という。）が著作権法（昭

和45年法律第８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）

に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の

権利（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて

「著作権等」という。）のうち受注者に帰属するもの（著作権法第２章第２款に規定す

る著作者人格権を除く。）を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。

（著作者人格権の制限）

第８条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場

合において、受注者は、著作権法第19条第１項又は第20条第１項に規定する権利を行使

してはならない。

一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

二 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のため

に必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の

修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、

改変その他の修正をさせること。

三 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。

四 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊す



こと。

２ 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の

承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。

一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。

３ 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第１項又は第20

条第１項に規定する権利を行使してはならない。

（受注者の利用）

第９条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。

（著作権の侵害の防止）

第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでな

いことを、発注者に対して保証する。

２ 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して

損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償

額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。

（一括再委託等の禁止）

第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三

者に委任し、又は請け負わせてはならない。

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか

じめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定

した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

３ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名

称その他必要な事項の通知を請求することができる。

（特許権等の使用）

第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保

護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている履行方法を使

用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者

がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示

がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用

に関して要した費用を負担しなければならない。

（調査職員）

第14条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな

い。調査職員を変更したときも、同様とする。

２ 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権

限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様

書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対す

る業務に関する指示

二 この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対す

る承諾又は回答

三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議

四 業務の進捗の碓認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履

行状況の調査

３ 発注者は、２名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれ

ぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の

一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければな

らない。

４ 第２項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ

ればならない。

５ この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由



して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到

達したものとみなす。

（管理技術者）

第15条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な

事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

２ 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料

の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第16条第１項の請求の受理、同

条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約

の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ

る。

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者

に通知しなければならない。

（管理技術者等に対する措置請求）

第16条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第２項の規定により受

注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当

と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を

とるべきことを請求することができる。

２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

３ 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注

者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ

とができる。

４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

（履行報告）

第17条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に

報告しなければならない。

（貸与品等）

第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等（以下「貸

与品等」という。）の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めると

ころによる。

２ 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に

受領書又は借用書を提出しなければならない。

３ 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

４ 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によ

って不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

５ 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可

能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還

し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

（設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務）

第19条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者と

の協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該

請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によると

きその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められ

るときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。

（条件変更等）

第20条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

ときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。



一 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対

する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。

二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。

三 設計仕様書の表示が明確でないこと。

四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違す

ること。

五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状

態が生じたこと。

２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を

発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示す

る必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、

その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむ

を得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長す

ることができる。

４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が

あると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならな

い。

５ 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必

要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損

害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（設計仕様書等の変更）

第21条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様

書又は業務に関する指示（以下この条及び第23条において「設計仕様書等」という。）

の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合にお

いて、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（業務の中止）

第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業

務の全部又は一部を一時中止させることができる。

２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認めら

れるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務

の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。

（業務に係る受注者の提案）

第23条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改

良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設

計仕様書等の変更を提案することができる。

２ 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認める

ときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。

３ 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると

認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

（受注者の請求による履行期間の延長）

第24条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了す

ることができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更

を請求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると

きは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の

責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更



を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（発注者の請求による履行期間の短縮等）

第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の

短縮変更を受注者に請求することができる。

２ 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、

特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行

期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。

３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変

更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（履行期間の変更方法）

第26条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第24条の場合にあ

っては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行

期間の変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受

注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

（業務委託料の変更方法等）

第27条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合

に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

（一般的損害）

第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害（次

条第１項又は第２項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担す

る。ただし、その損害（設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、

発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠

償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額（設計仕様書に定めるところにより

付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の指示、貸与品等の性

状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償

額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発

注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この

限りでない。

３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

（業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更）

第30条 発注者は、第13条、第19条から第25条まで、又は第28条の規定により業務委託料

を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務

委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。

この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。た

だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に

通知する。



２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を

負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者

は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

（検査及び引渡し）

第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、

前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受注者の立会

いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、

当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

３ 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを

申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

４ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料

の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注

者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前４

項の規定を準用する。

（業務委託料の支払い）

第32条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求する

ことができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業

務委託料を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査を完了しないとき

は、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間（以

下この項において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合に

おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定

期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

（引渡し前における成果物の使用）

第33条 発注者は、第31条第３項若しくは第４項又は第37条第１項若しくは第２項の規定

による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用すること

ができる。

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用

しなければならない。

３ 発注者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者

に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

（前金払）

第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共

工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」

という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の３以内の

前払金の支払いを発注者に請求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前

払金を支払わなければならない。

１ 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料

の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支

払いを請求することができる。

４ 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額

後の業務委託料の10分の４を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から

30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第36条の

２又は第37条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中か



らその超過額を控除することができる。

５ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合にお

いて、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、そ

の超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額で

あるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の４

の額を差し引いた額を返還しなければならない。

６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応

じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

（保証契約の変更）

第35条 受注者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の

支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注

者に寄託しなければならない。

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契

約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に

代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

（前払金の使用等）

第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費（この業務

において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に相当

する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

（部分払）

第36条の２ 削除

（部分引渡し）

第37条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受

けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該

指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に

係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第４項及び第

32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これ

らの規定を準用する。

２ 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるとき

は、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。

この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」

とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第４項及び第32条中「業務委託料」とあ

るのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

３ 前２項の規定により準用される第32条第１項の規定により受注者が請求することがで

きる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合に

おいて、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応す

る業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前２項に

おいて準用する第 31条第２項の検査の結果の通知をした日から１４日以内に協議が整

わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

一 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

指定部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額／業務委託料）

二 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

引渡部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額／業務委託料）

（国庫債務負担行為に係る契約の特則）

第37条の２ 削除

（国債に係る契約の前金払の特則）

第37条の３ 削除



（国債に係る契約の部分払の特則）

第37条の４ 削除

（第三者による代理受領）

第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者

を代理人とすることができる。

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の

提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき

は、当該第三者に対して第32条（第37条において準用する場合を含む。）又は第 36条

の２の規定に基づく支払いをしなければならない。

（前払金等の不払に対する受注者の業務中止）

第39条 受注者は、発注者が第34条、第36条の２又は第37条において準用される第32条の

規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわら

ず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合

においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知

しなければならない。

２ 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要がある

と認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必

要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（瑕疵に対する受注者の責任）

第40条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその

瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求すること

ができる。

２ 前項において受注者が負うべき責任は、第31条第２項（第37条第１項又は第２項にお

いて準用する場合を含む。）又は第36条の２第３項の規定による検査に合格したことを

もって免れるものではない。

３ 第１項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第３項又は第４項の規

定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後

２年以内に、また、第37条第１項又は第２項の規定による部分引渡しを受けた場合は、

その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後２年以内に、それぞれ行わなけれ

ばならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から 10年間を超え

ては、修補又は損害賠償の請求を行えない。

４ 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた

場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年

とする。

５ 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にか

かわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請

求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、

この限りでない。

６ 第１項の規定は、成果物の瑕疵が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等

の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指

示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限

りでない。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第41条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない

場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

２ 前項の損害金の額は、業務委託料から第37条の規定による部分引渡しに係る業務委託

料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した額とする。

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第２項（第37条において準用する場合を

含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領

金額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払



いを発注者に請求することができる。

（談合等不正行為があった場合の違約金等）

第41条の２ 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれか

に該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料（この契約締結後、

業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料）の10分の１に相当する額を

違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和

22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者

が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８

条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納

付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が

独占禁止法第51条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」

という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、

受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場

合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）

において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行

為の実行としての事業活動があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件に

ついて、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当

該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）

に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当

するものであるとき。

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治40年法律第45号）第96条の３又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１

項第１号に規定する刑が確定したとき。

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計

算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（発注者の解除権）

第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する

ことができる。

一 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認めら

れるとき。

二 管理技術者を配置しなかったとき。

三 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を

達成することができないと認められるとき。

四 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この

号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務

所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると

認められるとき。

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号におい



て同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相

手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当

該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

２ 発注者は、受注者が、第44条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たと

きは、この契約を解除することができる。

３ 第１項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務

委託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなけ

ればならない。

４ 第１項第１号から第３号までの規定により、この契約が解除された場合において、第

４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき

は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。

第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第１項及び第２項の規定によるほか、

必要があるときは、この契約を解除することができる。

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした

ときは、その損害を賠償しなければならない。

（受注者の解除権）

第44条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。

一 第21条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少した

とき。

二 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の５（履行期間の10分の５が

６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、

その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解

除されないとき。

三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったと

き。

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。

（解除の効果）

第45条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義

務は消滅する。ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限り

でない。

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部

分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合

格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡し

を受けた既履行部分に相応する業務委託料（以下「既履行部分委託料」という。）を受

注者に支払わなければならない。

３ 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す

る。



（解除に伴う措置）

第46条 この契約が解除された場合において、第34条（第37条の３において準用する場合

を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条の規定による解除に

あっては、当該前払金の額（第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部

分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）に当該前払金の支払いの日から返

還の日までの日数に応じ年3.3パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第

43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなけれ

ばならない。

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定により既履

行部分の引渡しが行われる場合において、第34条（第37条の３において準用する場合を

含む。）の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額（第37条の規

定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控

除した額）を前条第３項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものと

する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42

条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの

日数に応じ年3.3パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44

条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。

３ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品

等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故

意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、

又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

４ 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解

除が第42条によるときは発注者が定め、第43条又は第44条の規定によるときは受注者が

発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期

限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

（保険）

第47条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付していると

きは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければなら

ない。

（賠償金等の徴収）

第48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内

に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した

日から業務委託料支払いの日まで年５パーセントの割合で計算した利息を付した額と、

発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年５パーセントの

割合で計算した額の延滞金を徴収する。

（紛争の解決）

第49条 削除

（契約外の事項）

第50条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して定める。


